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定期監査等の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により定期監査等を実施したので、同条第９

項及び加古川市監査基準第２０条の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり公表しま

す。 

 

１ 監査の対象 

税務部（市民税課、資産税課、収税課、債権管理課）、中学校２校、小学校４校、教育

総務部（教育総務課、学務課、学校施設課）、都市計画部（都市計画課、市街地整備課、

まちづくり指導課、建築指導課、住宅政策課）及び幼稚園４園において、令和４年度から

５年度に執行された事務事業を対象に監査を実施した。 

 

２ 監査の実施期間 

  令和５年８月１６日から令和５年１０月３１日まで 

 

３ 監査の方法 

 今回の監査は、財務に関する事務が法令等に基づき適正に執行されているか、事務事業

が効率的に執行されているかについて、各課等から資料の提出を求め、関係書類を調査す

るとともに、関係職員の説明を聴取して実施した。 

 

 ４ 監査の結果 

各所管の事務事業について、指摘すべき事項は見受けられなかった。 

 

 


